
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フリガナ  

団体名称  

代 表 者 
 ※名前は公開が義務付け 

  られています 

フリガナ    

名 前  
  

連 絡 先 

フリガナ  

名 前  
 ※代表者と連絡者名が同 

  じ場合は「同上」とお 

  書きください 

 
 ※通常連絡が取れる連絡 

  先をお書きください 

 

住 所 
  〒     － 

  

 □ 公開する  
 □ 公開しない 

T E L     （    ） F A X     （    ） 

携 帯  

M a i l   

 □ 松阪市市⺠活動センター団体登録確認内容 に反してないことに同意します 

活動分野 
 １.健康・医療・福祉の増進  12.男⼥共同参画社会の形成の促進 
 ２.会教育の推進  13.⼦どもの健全育成 

※該当する活動分野 

 にチェックを付け 

 てください 

 ３.まちづくりの推進  14.情報化社会の発展 
 ４.観光の振興  15.科学技術の振興 
 ５.農⼭漁村⼜は中⼭間地域の振興  16.経済活動の活性化 

  ※分野が複数の場合、 

  主たる分野の数字 
 をひとつだけ記入 

 してください▼ 

 ６.学術・⽂化・芸術・スポーツの振興  17.職業能⼒の開発⼜は雇⽤機会の拡充の⽀援 
 ７.環境の保全  18.消費者の保護 
 ８.災害救援  19.市⺠活動団体の運営⼜は活動に関する連絡、助⾔⼜は援助 

主たる分野 
【   】 

 ９.地域安全  20.地域防災活動 
 10.⼈権の擁護⼜は平和の促進  21.障がい者の⾃⽴と共⽣社会の実現 
 11.国際協⼒  22.多⽂化共⽣社会づくりの推進 

活動⽬的 
 

 ※この地域にどのように 
  寄与する活動か具体的 
  にお書きください。 

具体的活動 
内容・実績 

 

 ※活動期間が少なく実績 
  がない場合は具体的な 
  目標をお書きください。 

法 ⼈ 格 □ 有   □ 無 設⽴年⽉        年     ⽉  

会則・規則 □ 有   □ 無 会 員 数  
 

申請書 団体登録 新規・変更 
※「新規」⼜は「変更」に○をつけてください 

松阪市市⺠活動センター 市民活動センターを利用する市民活動団体として登録
したいので、関係資料を添えて申請します。なお、この
申請により、提出した書類の各項目に関しては、非営利
活動団体相互の透明性を確保する観点から全て公表す
ることを承諾します。（※印〈個人情報等〉の項目につ
いては□にチェック） 又、この申請書及び添付書類の
すべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約し、申
請内容に変更が生じた場合は、速やかに市民活動セン
ターに変更届を提出します。 

この申請書に押印の上、下記まで郵送またはご持参ください。 
松阪市市⺠活動センター ▶ 〒515-0084  松阪市⽇野町 788  カリヨンプラザ 3 階 

TEL  0598-26-0108 ・ 0598-25-3801（予約専⽤） 

印 

提出⽇      年    ⽉    ⽇  登録 No.         



 

       松阪市市民活動センター 団体登録確認内容 
 
 
１． 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでない。 
 また、政治資金規正法 第三条の政治団体でない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２． 特定の公職（公職選挙法 第三条に規定する公職をいう）の候補者（当該候補者になろうとする者 
  を含む）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と 
  するものでない。 
 
 
 
 
 
 
 
３． 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動でない。 
  また、宗教団体でない。 
 
 
 
４． 余剰利益を構成員に分配する営利活動を目的としていない。 

 
 
 

５． 暴力団若しくは暴力団員の構成員等の統制下にある団体でない。 
 

 
 

 

 

 

 

政治資金規正法 
（定義等） 
第三条  この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。  
一  政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体  
二  特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体  
三  前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体 
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。 
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。 

公職選挙法  
（公職の定義）  
第三条  この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び

長の職をいう。 


